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１ 開催日時  令和７年11月20日（木曜日）午前９時58分～午前10時23分 

 

２ 開催場所  第３委員会室 

 

３ 報告事項 

（１）令和７年第４回定例会提出予定案件 

   ①青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

   ②青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   ③専決処分の報告について 

   ④青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県

市町村総合事務組合規約の変更について 

 

（２）その他 

①事故の報告について 

 

○出席委員 

  委 員 長 奈 良 祥 孝      委  員 天 内 慎 也 

  副委員長 蛯 名 和 子      委  員 舘 山 善 也 

  委  員 中 田 靖 人      委  員 大 矢   保 

  委  員 軽 米 智雅子       

 

○欠席委員 

  委  員 奈良岡   隆 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

  総 務 部 長 小 野 正 貴   総 務 部 次 長 越後谷 和 人 

  総 務 部 理 事 村 上   靖   危 機 管 理 監 鈴 木 健 仁 

  企 画 部 長 金 谷 浩 光   企 画 部 次 長 沢 木 正 明 

  企 画 部 理 事 中 村   敦   税 務 部 次 長 工 藤 健 志 

  税 務 部 長 横 内   修   総 務 課 長 藤 林 靖 幸 

  会 計 管 理 者 齋 藤 賢 剛   人 事 課 長 村 田 幸 長 

  選挙管理委員会事務局長 柴 田 一 史   納 税 支 援 課 長 佐々木 潤 一 

  監査委員事務局長 遠 嶋 祥 剛   関 係 課 長 等 

 

 ○事務局出席職員氏名 

  議事調査課主査 久 保 拓 哉   議事調査課主幹 風 晴 英 樹    
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○奈良祥孝委員長 ただいまから、総務企画常任委員協議会を開会いたします。 

本日は、奈良岡委員が公務のため、欠席となっております。また、浪岡振興部長

が民生環境常任委員協議会において、定例会提出予定案件の報告を行うため、欠席

となっております。 

それでは、本日の案件に入ります。 

令和７年第４回定例会提出予定案件について、報告を求めます。 

なお、質疑については、事前審査とならないようお願いします。 

初めに、「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」報告を求めます。総務部長。 

○小野正貴総務部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

令和７年第４回定例会に提出を予定しております青森市職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

資料を御覧ください。 

「１ 概要」につきまして、本年８月８日の人事院勧告及び 10 月６日の青森県人

事委員会勧告を勘案して、職員の給料月額等の改定を行うため、関係条例を改正し

ようとするものであります。 

「２ 改正対象条例」は、資料記載のとおり青森市職員の給与に関する条例ほか

３条例となります。 

「３ 主な改正内容」につきまして、１つは、「ア 給料表の改定」であります。 

行政職給料表につきましては、高卒程度初任給の月額 19万 4500 円から 20万 6700

円に１万 2200 円の引上げ、大卒程度初任給の月額 22 万 5600 円から 23 万 7600 円

に１万 2000 円の引上げをはじめ、若年層に重点を置きながら、全体で平均 3.05％

の引上げ改定を行おうとするものであります。 

その他、公安職、教育行政職、医療職、任期付研究員及び任期付職員のうち特定

任期付職員の給料表につきましても、行政職給料表との均衡を考慮して改定するも

のであります。 

なお、任期付研究員及び特定任期付職員については該当する職員はいずれもおり

ません。 

 次に、２ページを御覧ください。 

「イ 期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定」でありますが、民間の支給状況

等を踏まえ、期末手当及び勤勉手当の年間の支給月数をそれぞれ、一般職員及び特

定任期付職員については、期末手当を 0.025 月、勤勉手当を 0.075 月と、それぞれ

引き上げ、再任用職員については 0.025 月ずつ引き上げようとするものであります。 

また、任期付研究員につきましては、期末手当を 0.05 月引き上げ、特別職及び市議

会議員につきましては、期末手当の年間の支給月数を 0.10 月引き上げようとする

ものであります。 

支給月につきましては、令和７年度は、年間の引上げ分を 12 月支給分で、令和８
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年度以降につきましては、年間の支給分を６月と 12 月に支給分が均等となるよう

支給することとしております。 

なお、会計年度任用職員の支給月数については、資料記載のとおり、一般職員と

同様の支給月数とするものであります。 

次に、３ページを御覧ください。 

「ウ 宿日直手当の改定」でありますが、宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏

まえ、普通宿日直を 4400 円から 4700 円に、医師宿日直を３万円から３万 1500 円

に引き上げようとするものであります。 

「４ 施行期日」でありますが、令和７年度に係る改定は、公布の日から施行と

し、「ア 給料表」、「イ 期末手当及び勤勉手当の支給月数」及び「ウ 宿日直手当」

に係る改定は、令和７年４月１日に遡及して適用し、令和８年度以降に係る期末・

勤勉手当の支給月数の改定は、令和８年４月１日から施行することとしております。 

なお、今回の改定による令和７年度の影響額は、７億 3319 万 5000 円となり、会

計年度任用職員に係る影響額は、２億 5577 万 3000 円を見込んでおります。 

「６ その他」でありますが、通勤手当につきまして、青森県人事委員会勧告を

勘案して、自動車等使用者に対する支給額の上限を引き上げ、駐車場等の利用に対

する通勤手当の新設を予定しておりますが、現在、青森県より給与条例及び人事委

員会規則の改正の原案が届いておらず、距離区分等の詳細が確認できておりません

ことから、こちらにつきましては、令和８年第１回定例会に改正案の提出を予定し

ております。 

 説明は以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 ただいまの報告について、御質疑、御意見等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 質疑はないものと認めます。 

次に、「青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正

する条例の制定について」報告を求めます。総務部長。 

○小野正貴総務部長 令和７年第４回定例会に提出を予定しております青森市職

員等の旅費に関する条例及び青森市費用弁償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

資料を御覧ください。 

「１ 概要」につきましては、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに

事務負担の軽減を図るため、本年４月１日、国家公務員等の旅費に関する法律が改

正されたことを踏まえ、国、青森県との均衡を図るため、本市における旅費制度に

ついて同様の改正を行うものであります。 

「２ 主な改正内容」についてでありますが、初めに、「（１）青森市職員等の旅

費に関する条例の一部改正」のうち、「①旅費の種目と支給内容」について御説明申

し上げます。 
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交通費の区分のうち、鉄道賃については、現行は急行、座席指定利用に距離制限

がありますが、これを廃止し、鉄道の利用に必要な費用を支給対象とするよう改正

するものであります。 

船賃については、現行は、運賃等級がある場合は、職務の級に応じて等級区分が

異なっておりますが、利用可能な区分を最下級を原則とし、必要に応じ座席指定料

金等を追加するよう改正するものであります。 

航空費については、現行は、現に支払った旅客運賃としておりますが、利用可能

な区分を最下級を原則とし、必要に応じ座席指定料金等を追加するよう改正するも

のであります。 

なお、特別職については、最下級から最上級までの間で旅行目的等に応じ、最も

経済的かつ合理的な区分を選択するものであります。 

その他の交通費については、現行は車賃といたしまして路程に応じ１キロメート

ル当たり 37 円の定額で支給しておりますが、県条例に準じ、これを１キロメートル

当たり 25 円の定額へと変更いたしますとともに、レンタカー代や駐車場代などは

実費により支給できるよう改正するものであります。 

次に、宿泊費等の区分のうち、宿泊費については、現行は、職務の級に応じて１

万 900 円から１万 4800 円の範囲で、一夜当たりの定額を支給する定額支給方式と

しておりますが、都道府県ごとに上限付の宿泊費基準額を設定し、宿泊費基準額内

での実費支給方式とするよう改正するものであります。 

参考といたしまして、上限となる宿泊費基準額の最高額は、東京都、埼玉県、京

都府で、一般職は１万 9000 円、特別職は２万 7000 円、最低額は、福島県、鳥取県、

山口県で、一般職は 8000 円、特別職は１万 1000 円とするものであります。 

包括宿泊費については、現行は規定がありませんが、パック旅行に要する費用を

支給するために新設するものであります。 

２ページの宿泊手当については、現行は、職務の級に応じて 2200 円から 3000 円

までの範囲で、一日当たりの定額を日当として支給しておりますが、宿泊を伴う旅

行に必要な諸雑費に充てるための旅費として、職務の級にかかわらず、一律 2400 円

を支給するよう改正するものであります。 

食卓料については、現行は宿泊料に食事料金が含まれていない場合に支給してお

りますが、今般の改正により宿泊手当に含めたことに伴い、これを廃止するもので

あります。 

次に、その他の種目の区分についてですが、転居費、着後滞在費、家族移転費、

渡航雑費は、それぞれ定額支給方式から実費支給方式へ改正するものであり、改正

内容は表に記載のとおりとなっております。 

死亡手当については、外国旅行中に死亡した場合に、職務の級に応じて、40 万円

から 64 万円までの定額等を支給しておりますが、職務の級にかかわらず、一律 93

万円を支給するよう改正するものであります。 
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次に、「②旅費の支給対象の見直し」につきましては、旅行者本人に対する旅費の

支給に代えて、旅行代理店等に対する直接の支払いを可能とする規定を新設するも

のであります。 

次に、「③市費の適正な支出の確保」につきましては、旅費を過大に受給した場合、

旅費の返納を求めるとともに、旅行者の給与等からの控除を可能とする規定を新設

するものであります。 

以上が、「（１）青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正」の主な改正内容で

あります。 

続きまして、「（２）青森市費用弁償条例の一部改正」についてでありますが、た

だいま御説明させていただきました青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正と

同内容の改正をするものであります。 

最後に「３ 施行期日」でありますが、令和８年４月１日としております。 

 説明は以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 ただいまの報告について、御質疑、御意見等ありませんか。蛯

名委員。 

○蛯名和子委員 その他の交通費に関連して聞きたいんですが、まず、職員が自分

の車を使って出張をするという場合はどのような場合があるのでしょうか。 

また、この定額支給の１キロメートル当たり 25 円については、県の職員からも足

りないということで、組合としても要望を続けていて、もう 50 年も前からの金額な

んですが、県を参考にしたということですけれども、他市町村などは参考にしたの

でしょうか。 

○奈良祥孝委員長 総務部長。 

○小野正貴総務部長 まず、職員が自分の車を使って出張するというようなことは

基本的には想定しておらず、公共交通機関などを使います。ただ、資料中のその他

の交通費というのは、現地に行って公共交通機関を使用できず、レンタカー等を借

りた場合のレンタカー代などとなります。 

 もう１点、定額支給の１キロメートル当たりの 25 円でありますが、これまでは１

キロメートル当たりの定額支給が 37 円で、これは国に準拠しておりましたけれど

も、国でこの規定がなくなったため、県に準拠いたしまして 25 円としたものであり

ます。 

 以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 担当課から補足等ありますか。どうぞ。 

○村田幸長人事課長 補足になりますが、市職員の私有車の使用につきましては、

青森市内――行政区域内においては浪岡庁舎や本庁舎の行き来などの観点で私有車

を公用車使用という形で認めております。その際にも同様に１キロメートル当たり

25 円を支給することとなります。ただ、青森市外に出張をする場合は私有車の公用

使用ではなく、専門の運転手が運転する公用車で出張をするということを原則で運
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用しております。 

よって、青森市外に車で出張をする場合については基本的に１キロメートル当た

り 25 円の定額支給は対象にならず、東京等でレンタカーを借りるなどをした場合

に対象となります。 

 そのほか、定額支給の１キロメートル当たり 25 円についてですが、国が定額支給

１キロメートル当たり 37 円となっていて、今回その規定が削除されたことについ

ては、やはり近年、車の性能等が上がっていて、ガソリン代の利用の部分等も減っ

ているなどという実情を鑑みて、国では、この部分について削除し、実際、運用レ

ベルの話ですと、１キロメートル当たり 18 円程度での運用を今やっているという

ようなことをお伺いしております。 

そちらと県の１キロメートル当たり 25 円を比較して青森市としては県に準拠す

るような形で１キロメートル当たり 25 円を採用させていただいたところでありま

す。 

○奈良祥孝委員長 蛯名委員。 

○蛯名和子委員 １キロメートル当たり 18 円の根拠のところをもう一度お願いし

ます。 

○奈良祥孝委員長 担当課長。 

○村田幸長人事課長 国の旅費業務の標準的な取扱いということで、国の各府省等

の申合せとして、ガソリン代は１キロメートル当たり 18 円で運用することが国で

決められているところであります。 

○奈良祥孝委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 なければ、質疑はこれにて終了いたします。 

次に、「専決処分の報告について」報告を求めます。総務部長。 

○小野正貴総務部長 事故の和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分につい

て、御報告申し上げます。 

本事案につきましては、10 月 21 日開催の本常任委員協議会で御報告させていた

だいたところでありますが、令和７年第４回市議会定例会に報告を予定しておりま

すことから、前回と同じ内容となりますけれども、その概要について御説明いたし

ます。 

お手元の資料を御覧ください。 

事故の発生は、本年７月 28 日、月曜日の午後０時 43 分頃に発生したものであり

ます。 

事故の発生状況でありますが、アウガでの業務を終え本庁舎に帰庁するために駐

車場から出庫する際、対向車の進路にはみ出ないようハンドルを左に切り前進した

ところ、ハンドルを左に切り過ぎたことが原因で、公用車の左側面後方と左隣に駐

車しておりました車両の前面右側が接触したものであります。 
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損害賠償につきましては、双方協議の結果、市が相手方に対し、この事故による

車両損害額といたしまして７万 7050 円を負担することで合意し、合意内容につい

て令和７年 10 月 10 日に専決処分をし、同日示談が成立したものであります。 

 なお、損害賠償につきましては、市が加入しております全国市有物件災害共済会

の自動車損害共済で対応しております。 

 専決処分の報告につきましては、以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 ただいまの報告について、御質疑、御意見等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 質疑はないものと認めます。 

次に、「青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森

県市町村総合事務組合規約の変更について」報告を求めます。税務部長。 

○横内修税務部長 令和７年第４回青森市議会定例会に提出を予定しております

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総

合事務組合規約の変更について、御説明申し上げます。 

資料を御覧ください。 

「１ 青森県市町村総合事務組合」については、地方公共団体がその事務の一部

を共同処理するため、地方自治法第 284 条の規定に基づいて設置された一部事務組

合であり、現在は、資料の中ほどにあります規約別表第１に記載される 10 市、30 町

村、20 の一部事務組合、３つの広域連合の合計 63 団体が加入し、資料の下方にあ

ります規約別表第２に記載の 11 項目の事務を共同処理しております。 

本市は、規約別表第２の第 10 号、市町村税等の滞納整理に関する事務を共同処理

するため、平成 27 年４月１日付で当組合の構成団体となっております。 

次に、「２ 地方公共団体の数の減少及び規約の変更」については、規約別表第２

の第８号の事務を共同処理するために、本組合に加入しておりました黒石地区清掃

施設組合が、ごみ処理広域化のため、令和８年３月 31 日をもって解散することとな

りましたことから、規約から削除するものであります。 

一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減または一部事務組合の規約を変

更しようとするときは、地方自治法第 290 条の規定により、関係地方公共団体の議

決を経なければならないこととされており、令和７年 10 月 20 日付で、当組合から

構成団体であります本市に、規約変更の協議依頼があったことから、このことにつ

いて、令和７年第４回青森市議会定例会に提案する予定となっております。 

説明は以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 ただいまの報告について、御質疑、御意見等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 質疑はないものと認めます。 

 以上で、令和７年第４回定例会提出予定案件についての報告を終わります。 

次に、その他の報告を求めます。 
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初めに、「事故の報告について」報告を求めます。総務部長。 

○小野正貴総務部長 危機管理課職員の公用車運転中に発生いたしました事故に

ついて、お手元の資料に基づき御報告申し上げます。 

事故の発生は令和７年 11 月１日土曜日、午後２時頃、発生場所は北金沢二丁目

37 番 16 号、旭町通りアンダーパスの南側出口付近となります。 

事故の発生状況でありますが、令和７年度青森県総合防災訓練で使用する予定で

ありました物資を片づけるため、旭町通りアンダーパスからカクヒログループスー

パーアリーナに向かっておりましたところ、交差点手前を右折転回した際、自車左

側面後方部分が停車中の相手方車両の右側面後方部分に接触したものであります。 

今回の事故による被害につきましては、相手方車両の乗員及び公用車運転手にけ

がはありませんでしたが、相手方車両が損傷しておりますことから、現在、相手方

と示談に向けて交渉中であります。 

これまでも、公用車の運転に際しては、細心の注意を払うよう日頃から職員に呼

びかけているところでありますが、改めて部内職員に対し、公用車の運転に係る注

意喚起を呼びかけ、安全運転、安全確認に努めるよう、周知・徹底したところであ

ります。 

度重なる職員による交通事故の発生となり、申し訳ありません。 

報告は以上でございます。 

○奈良祥孝委員長 ただいまの報告について、御質疑、御意見等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 質疑はないものと認めます。 

そのほか、理事者側から報告事項などありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 また、委員の皆さんから御意見等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○奈良祥孝委員長 以上をもって本日の案件は全て終了いたしました。 

これにて、本日の協議会を閉会いたします。 

 

（ 会 議 終 了 ） 

 

 


